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２
０
１
４
年
度
の
国
民
健
康
保

険
税
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
は

７
月
３
日
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
今
回
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書

は
、
５
月
末
日
ま
で
に
市
で
把
握

し
た
前
年
所
得
や
国
保
へ
の
加
入

・
脱
退
情
報
を
基
に
作
成
し
て
い

ま
す
。
６
月
以
降
の
情
報
を
反
映

し
た
納
税
通
知
書
は
、
８
月
以
降

に
お
送
り
し
ま
す
。

●
国
保
税
の
算
出
方
法

　
国
保
税
は
、
次
の
３
つ
の
合
算

額
で
す
（
表
１
）。

①
医
療
分
…
　
歳
未
満
の
国
保
加

７５

入
者
の
医
療
費
に
充
て
ら
れ
ま

す
。

②
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
…
　
歳
７５

以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
保
険
料
に
充
て

ら
れ
ま
す
。

③
介
護
分
…
　
歳
以
上
　
歳
未
満

４０

６５

の
方
の
介
護
保
険
料
と
な
り
ま

す
。
　
こ
の
①
②
③
は
そ
れ
ぞ
れ

（
Ａ
）
所
得
割
額
、（
Ｂ
）
均
等
割

額
、（
Ｃ
）
平
等
割
額
を
合
計
し

て
算
出
し
ま
す
（
表
１
）。
た
だ

し
、
①
②
③
が
（
Ｄ
）
の
課
税
限

度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
（
Ｄ
）
の
金
額
と
な
り
ま
す
。

※
２
０
１
４
年
度
は
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
と
介
護
分
に
つ
い

て
、
課
税
限
度
額
の
改
定
が
あ
り

ま
す
（
表
１
の
改
定
後
参
照
）。　

●
国
保
税
の
軽
減

　
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し

て
は
、
均
等
割
額
及
び
平
等
割
額

を
軽
減
し
ま
す
（
表
２
）。

　
軽
減
が
適
用
さ
れ
る
に
は
世
帯

主
及
び
世
帯
の
国
保
被
保
険
者
全

員
の
前
年
の
所
得
が
判
明
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
２
０
１
４
年
度
は
軽
減
判
定
の

基
準
に
つ
い
て
も
、
改
定
が
あ
り

ま
す
（
表
２
の
改
定
後
参
照
）。

●
国
保
税
の
減
免

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
生

活
が
著
し
く
困
窮
し
、
税
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
減
免
の
申
請
が
出
来
ま

す
。
詳
細
は
保
険
加
入
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

〇
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受

け
た

〇
病
気
、
負
傷
な
ど
に
よ
り
所
得

が
一
定
以
下
に
減
少
し
、
就
労
復

帰
の
見
込
み
が
な
い

〇
非
自
発
的
失
業
や
休
廃
業
に
よ

り
所
得
が
一
定
以
下
に
減
少
し
た
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後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料
国民健康保険税国民健康保険税 介護保険料介護保険料

国民年金国民年金
表１　２０１４年度国民健康保険税の税額（率）

改定後改定前

③介護分②後期高齢
者支援金分①医療分③介護分②後期高齢

者支援金分①医療分

１.１７％１.３８％４.０８％１.１７％１.３８％４.０８％

Ａ所得割額（２０１３年
中の総所得金額−基
礎控除額３３万円）×
税率

年８４００円年６８００円年１万９７００円年８４００円年６８００円年１万９７００円Ｂ均等割額（加入者
１人について）

年３０００円年３０００円年９０００円年３０００円年３０００円年９０００円Ｃ平等割額（１世帯
について）

年１４万円年１６万円年５１万円年１２万円年１４万円年５１万円Ｄ課税限度額（１世
帯について） 年８１万円年７７万円

表２　２０１４年度国民健康保険税の軽減表
改定後改定前

３３万円＋（４５
万円×加入者
数）以下

３３万円＋（２４万
５０００円×加入者
数）以下

３３万円
以下

３３万円＋（３５
万円×加入者
数）以下

３３万円＋（２４万５０００
円×世帯主を除く加
入者数）以下

３３万円
以下

 世帯総所得

軽減区分

２割軽減５割軽減７割
軽減２割軽減５割軽減７割

軽減
均等割額・
平等割額

医療分
後期高齢者
支援金分
介護分

保険税（料）の納税（入）通知書発送・支払い方法

支払期日支払方法　（注２）
（下記①・②のどちらかとなります）

納税（入）通知書種　類 送付先発送日

７月～２０１５年２月の各月①納付書、もしくは口座振替
によるお支払い世帯主

（注１）７月３日国民健康保険税 ４月、６月、８月、１０月、
１２月、２０１５年２月②年金天引によるお支払い

７月～２０１５年２月の各月①納付書、もしくは口座振替
によるお支払い本人７月１１日後期高齢者医療保険料 ４月、６月、８月、１０月、

１２月、２０１５年２月②年金天引によるお支払い

４月、６月、８月、１０月、
１２月、２０１５年２月①年金天引によるお支払い

本人７月１日介護保険料
７月～２０１５年２月の各月

②納付書、もしくは口座振替
によるお支払い（年金天引が
できない場合のみ）

注１　世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯の中に加入者がいれば世帯主宛にお送りします。
注２　支払方法は年度によって異なる場合があります。納税（入）通知書が届いたら、確認をお願いします。
※口座振替の申し込み方法については、下欄をご覧下さい。
※納期限を過ぎると、督促状や催告書が発送されます。また、延滞金のお支払いが必要になる場合があります。

保険税（料）の納税（入）通知書をお送りしますジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククククククク医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品希希希希希希希希希希希希希希希希希希希希希望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドジェネリック医薬品希望カードでででででででででででででででででででででで
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代ががががががががががががががががががががが安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくなななななななななななななななななななななるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性がががががががががががががががががががががああああああああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすお薬代が安くなる可能性があります！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

後期高齢者医療制度用のカード（現行）国民健康保険用のカード

　町田市では、昨年、国民健康保険に加入されている方で、ジェネ
リック医薬品に変更した場合に、薬代が１か月あたり４００円以上安
くなる可能性のある方に、お知らせをお送りしました。今年も改め
てお知らせをお送りします。
※お知らせが届かなかった方でも、ジェネリック医薬品希望カード
で薬代が安くなる可能性があります（カードがなくても、医師・
薬剤師に相談することができます）。

◆国民健康保険の方
　保険給付係辺７２４・２１３０
　　　　　　返０５０・３１０１・５１５４

◆後期高齢者医療制度の方
　高齢者医療係辺７２４・２１４４
　　　　　　　返０５０・３１０１・５１５４

税（料）の納付について税（料）の賦課について種　類
保険年金課納付係辺７２４・２１２５保険年金課保険加入係辺７２４・２１２４国民健康保険税
保険年金課納付係辺７２４・２１２５保険年金課高齢者医療係辺７２４・２１４４後期高齢者医療保険料
介護保険課保険料係辺７２４・４３６４介護保険課保険料係辺７２４・４３６４介護保険料

お問い合わせ先

保険税(料)のお支払いは口座振替が便利です！！

・口座振替にすると支払い忘れの心配がありません。一度手続きをすれば、翌年度以降もその
まま引き落としされます。ただし、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合は、
再度申請が必要となります。
・納付書によるお支払いの場合は、期日内であればコンビニエンスストアでお支払い可能です
（バーコード印字がないものを除く）。また、国民健康保険税については携帯電話やスマートフォ
ン等を利用したモバイルレジサービスも利用できます。

下記の①②いずれかで、お申し込み下さい。　
①通帳届出印での申し込み　
申し込み場所…金融機関または市役所担当窓口／手続きに必要なもの…納税（入）通知書
（または保険証）、預（貯）金通帳、印鑑（通帳届出印）
②キャッシュカードでの申し込み
申し込み場所…市役所の担当窓口／手続に必要なもの…運転免許証など本人確認ができる
もの、申込者本人名義のキャッシュカード

保険年金課お問い合わせ先

　このカードを病院や薬局等で提示することで、ジェネリック医薬
品を希望することが簡単に伝わります。
　国民健康保険のジェネリック医薬品希望カードは、「国保ガイド」
に付いており、７月３日にお送りする国民健康保険納税通知書に同
封します。後期高齢者医療制度の方には、７月中旬にお送りする
「後期高齢者医療被保険者証」にジェネリック医薬品希望シールを
同封します。

ジェネリック医薬品希望カードとは？

　製薬会社が開発した薬の特許が切れた後に他の製薬会社で製造・
販売された、効き目や安全性が同等であると国が認めた薬です。
　開発経費が少ないため低価格で、患者の薬代の負担を軽くし、健
康保険財政の負担を軽減します。
　ジェネリック医薬品のない薬や、取扱いのない薬局もあります。
また、利用しても薬代が安くならない場合もありますので、まずは
医師・薬剤師にご相談下さい。

ジェネリック医薬品とは？

問保険年金課保険加入係
辺７２４・２１２４
返０５０・３１０１・５１５４

国民健康
保険税
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２
０
１
４
年
度
の
納
入
通
知
書

（
決
定
通
知
書
）
は
７
月
１
日
に

発
送
し
ま
す
。

　
今
回
お
送
り
す
る
納
入
通
知
書

（
決
定
通
知
書
）
の
保
険
料
額
は
、

６
月
６
日
ま
で
の
住
民
票
等
の
届

出
内
容
及
び
市
で
把
握
し
た
前
年

所
得
等
を
基
に
算
定
し
て
い
ま

す
。
６
月
７
日
以
降
の
情
報
に
よ

り
保
険
料
額
が
変
更
に
な
る
場
合

は
、
８
月
以
降
に
改
め
て
通
知
し

ま
す
。

●
介
護
保
険
の
財
源
に
つ
い
て

　
介
護
保
険
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
給
付
に
必
要
な
財
源
を
、　
歳
６５

以
上
の
方
の
保
険
料
の
ほ
か
、　４０

歳
～
　
歳
の
方
の
保
険
料
と
公
費

６４

で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
保
険
料
が
介
護
保
険

制
度
を
支
え
て
い
ま
す
。
保
険
料

の
納
付
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
２
０
１
２
～
２
０
１
４
年
度
の

保
険
料
は
、
東
京
都
か
ら
交
付
さ

れ
た
財
政
安
定
化
基
金
の
交
付
金

（
約
２
億
円
）と
町
田
市
の
介
護
給

付
費
準
備
基
金
（
約
９
億
円
）
を

活
用
し
て
、
月
額
基
準
額
を
約
３

０
０
円
軽
減
し
て
い
ま
す
。

●
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

①
　
歳
以
上
の
方

６５
　
２
０
１
４
年
度
の
市
民
税
の
課

税
状
況
等
に
応
じ
て
、
９
段
階
　１１

区
分
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
表

３
）。
年
度
途
中
で
　
歳
に
な
ら

６５

れ
た
方
は
、　
歳
の
誕
生
日
の
前

６５

日
が
属
す
る
月
か
ら
、
月
割
り
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
介
護
保
険
課
か

ら
お
送
り
す
る
通
知
書
に
基
づ
い

て
納
付
し
て
下
さ
い
。　

②
　
歳
か
ら
　
歳
の
方

４０

６４

　
介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
の
保
険
税
（
料
）
に

合
算
し
て
納
め
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　
保
険
料
額
や
計
算
方
法
は
、
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
等
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

③
保
険
料
の
見
直
し

　
介
護
保
険
料
は
、
町
田
市
介
護

保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
３
年

ご
と
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
来

年
度
（
２
０
１
５
年
度
）
は
、
保

険
料
が
見
直
さ
れ
る
予
定
で
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
来
年
度
の
本

紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
保
険
料
の
減
免

　
次
の
よ
う
な
理
由
で
介
護
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
ご
相
談
下
さ
い
。

〇
災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
著
し
い

損
害
を
受
け
た

〇
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持

す
る
者
の
失
業
等
に
よ
り
、
収
入

が
著
し
く
減
少
し
た

〇
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
て
い
る

等
（
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
が

第
１
～
３
段
階
で
、
収
入
が
生
活

保
護
基
準
以
下
等
、
要
件
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
）

●
納
入
通
知
書
は
保
管
を

　
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書

（
決
定
通
知
書
）は
、
シ
ル
バ
ー
パ

ス
を
購
入
す
る
際
の
所
得
確
認
書

類
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
下
さ
い
。

　
２
０
１
４
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
納
入
通
知
書
は
、
７
月

　
日
発
送
予
定
で
す
。

１１　
今
回
、
前
年
所
得
等
が
把
握
で

き
な
か
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
均

等
割
額
の
み
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

所
得
等
が
把
握
で
き
た
場
合
に

は
、
８
月
以
降
に
改
め
て
通
知
し

ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
つ
い

て　
対
象
と
な
る
方
（
被
保
険
者
）

は
、
①
　
歳
以
上
の
方
②
　
歳
以

７５

６５

上
　
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
が

７５
あ
る
方
（
本
人
の
申
請
に
基
づ

き
、
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た

方
）
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

後
は
、
国
民
健
康
保
険
・
被
用
者

保
険
の
被
保
険
者
で
は
な
く
な
り

ま
す
。

※
被
保
険
者
証
は
１
人
に
１
枚
交

付
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
も
個
人
ご

と
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
保
険
料
の
算
出
方
法

　
２
０
１
４
年
度
及
び
２
０
１
５

年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

率
が
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
に
よ
り
改
定
さ
れ
ま
し

た
（
図
１
）。

　
改
定
の
要
因
は
、
医
療
費
の
増

加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

で
す
。

　
保
険
料
は
、
均
等
割
額
と
所
得

割
額
の
合
計
額
で
、
年
間
の
限
度

額
が
　
万
円
で
す
。

５７

　
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人

当
た
り
４
万
２
２
０
０
円
、
所
得

割
額
は
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得

金
額
×
８
・
　
％
と
定
め
ら
れ
て

９８

い
ま
す
（
図
１
）。

※
前
年
度
か
ら
年
金
天
引
が
続
い

て
い
る
方
の
４
・
６
・
８
月
分
は

仮
徴
収
と
な
り
、
２
０
１
４
年
２

月
の
納
付
額
と
同
額
で
す
。

●
保
険
料
の
軽
減

①
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
主
及
び
被
保
険
者
の
所
得

に
応
じ
て
、
保
険
料
の
均
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
表
４
）。

②
所
得
割
額
の
軽
減

　
厚
生
年
金
の
一
般
的
な
収
入
２

１
１
万
円
（
賦
課
の
も
と
と
な
る

所
得
　
万
円
）
以
下
の
所
得
階
層

５８

の
方
は
、
保
険
料
の
所
得
割
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
（
表
５
）。

※
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
特
例
…

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
直

前
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど

（
国
保
・
国
保
組
合
は
除
く
）
の

被
扶
養
者
と
し
て
、
ご
自
身
の
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
方

は
、
所
得
割
額
は
無
料
と
な
り
、

均
等
割
額
は
９
割
軽
減
さ
れ
た
額

と
な
り
ま
す
。

●
保
険
料
の
減
免

　
災
害
、
失
業
、
世
帯
主
の
死
亡

●
保
険
料
の
お
支
払
い
方
法

　
２
０
１
４
年
度
の
保
険
料
額
は

定
額
で
、
１
か
月
１
万
５
２
５
０

円
で
す
。
納
付
書
を
使
っ
て
、
最

寄
り
の
銀
行
・
郵
便
局
等
の
金
融

機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
お
支
払
い
下
さ
い
。
市
役
所
・

市
民
セ
ン
タ
ー
や
、
年
金
事
務
所

で
は
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。
納

付
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
年
金

事
務
所
で
再
発
行
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
の
お
支
払
い
は
口
座
振

替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。
口
座
振
替
で

前
納
の
場
合
は
、
下
表
の
と
お
り

割
引
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振
替
を

ご
希
望
の
場
合
は
、
銀
行
・
郵
便

局
等
の
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事

務
所
で
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
を
ご

希
望
の
場
合
は
、
年
金
事
務
所
で

手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。
お
支
払

い
に
関
す
る
詳
細
は
、
八
王
子
年

金
事
務
所
（
辺
０
４
２
・
６
２
６

・
３
５
１
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

●
お
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は

　
保
険
料
の
お
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
、
保
険
料
の
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
や
学
生
納
付
特
例
制
度

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
保
険
年
金

課
国
民
年
金
係
へ
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

表３　所得段階別保険料

年額保険料所得段階
課税状況

本人の市民税及び
前年中の所得等　

世帯員
市民税

２万６５００円第１段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

本
人
非
課
税

非
課
税
世
帯
※
１

２万９５００円第２段階８０万円以下

課税対象とな
る公的年金収
入額と合計所
得金額の合計

３万６９００円特例第３段階８０万円超１２０
万円以下

４万４２００円第３段階１２０万円超

４万７２００円特例第４段階８０万円以下

課
税
世
帯
※
２

５万９０００円第４段階
（基準額）８０万円超

６万４９００円第５段階１２５万円未満

合計所得金額
※３

本
人
課
税

７万３８００円第６段階１２５万円以上
１９０万円未満

８万２６００円第７段階１９０万円以上
３００万円未満

９万４４００円第８段階３００万円以上
５００万円未満

１１万８０００円第９段階５００万円以上

※１非課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者が１
人もいない世帯

※２課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者が１人
以上いる世帯

※３合計所得金額…前年中の純損失または雑損失等の繰越控除前の
総所得金額、土地等の分離譲渡所得金額（特別控除前）、山林所
得等の合計

表４　均等割額の軽減
軽減割合総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

９割３３万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円以
下（その他の所得がない）

８.５割３３万円以下で９割軽減の基準に該当しない
５割３３万円＋（２４.５万円×被保険者数）以下
２割３３万円＋（４５万円×被保険者数）以下

※６５歳以上（１月１日時点）の方の公的年金所得については、
その所得から更に高齢者特別控除１５万円を差し引いた金額で判
定します。

年金請求の手続き・相談
申請先対象者

保険年金課
国民年金係

国民年金第１号被保険者期間のみで受給権
のある方老齢基

礎年金 八王子年金事
務所・町田年金
相談センター

国民年金第３号被保険者期間、または厚生
年金等に加入していた期間があり、受給権
のある方

保険年金課
国民年金係

国民年金第１号加入中、または２０歳前に初
診日があり、現在障害基礎年金の１・２級
相当の障がいの状態にある方障害基

礎年金 八王子年金事
務所・町田年金
相談センター

国民年金第３号加入中に初診日があり、現
在障害基礎年金の１・２級相当の障がいの
状態にある方

保険年金課
国民年金係

国民年金加入中、または老齢基礎年金受給権の
ある方、もしくは老齢基礎年金受給中の方がなく
なった場合、子のある配偶者か子（子が１８歳未
満）

遺族基
礎年金

保険年金課
国民年金係

第１号被保険者として２５年以上保険料を納
めた夫が何の年金も受けずになくなった場
合、婚姻期間が１０年以上ある妻

寡婦年
金

保険年金課
国民年金係

保険料を３年以上納めた人が何の年金も受
けずになくなった場合、その方と生活を一
にしていた遺族

死亡一
時金

※各年金の受給要件等について、詳細は申請先にお問い合わせ下さい。
※年金を受給するためには、対象者からの請求が必要です。

国民年金保険料（２０１４年度）
割引金額保険料納付方法

－１万５２５０円
納付書各月払／口
座振替各月払／クレ
ジットカード各月払

５０円１万５２００円口座振替各月早割払

７４０円９万７６０円
納付書半年前納払
／クレジットカー
ド半年前納払

１,０４０円９万４６０円口座振替半年前納払

や
長
期
入
院
な
ど
の
理
由
に
よ
り

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
、
保
険
料
の
徴
収
を
猶

予
し
た
り
、
減
免
し
た
り
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
下

さ
い
。

表５　所得割額の軽減

軽減割合賦課のもとと
なる所得金額

１００％１５万円以下

７５％２０万円以下

５０％５８万円以下

図１　年間保険料の算出方法

　後期高齢者医療制度の「被保険
者証」と非課税世帯で申請された
方に交付している「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の有効期
限は、２０１４年７月３１日までとなっ
ています。
　８月１日以降に使用する「被保
険者証」は簡易書留で、「限度額
適用・標準負担額減額認定証」は
普通郵便にて７月中に町田市から
お送りします。
※「被保険者証」は「簡易書留・
転送不要」で住民票の所在地にお
送りします。そのため、郵便局へ
転居届を出されていても転居先へ
転送されませんのでご注意下さ
い。住民票の所在地以外に「被保
険者証」の送付を希望する方は、
高齢者医療係にご相談下さい。

被保険者証等が更新されます

問保険年金課高齢者医療係
辺７２４・２１４４
返０５０・３１０１・５１５４

問介護保険課保険料係
辺７２４・４３６４
返０５０・３１０１・６６６４

介　護
保 険 料

問保険年金課国民年金係
辺７２４・２１２７
返０５０・３１０１・６０７８

国民年金

後期高齢者
医療保険料

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期
（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額３３万円を控除した額です（ただし、雑
損失の繰越控除額は控除しません）。

＋ ＝
所得割額

賦課のもと
となる
所得金額※

８.９８％
（変更前８.１９％）×

上限額
５７万円

（変更前５５万円）

年間保険料均等割額
被保険者１人当たり

４万２２００円
（変更前４万１００円）
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